
                        

  

◯
…
「
警
察
捜
査
の
正
体
」、
講
談
社

現
代
新
書
。
著
者
は
元
・
北
海
道
警
察

警
視
長
、
釧
路
方
面
本
部
長
だ
っ
た
原

田
宏
二
氏
。
２
０
０
４
年
二
月
、
道
警

の
裏
金
問
題
に
つ
い
て
告
白
会
見
を
開

き
、
２
０
０
７
年
二
月
に
は
「
市
民
の

目
フ
ォ
ー
ラ
ム
北
海
道
」
を
設
立
す
る

な
ど
、
警
察
の
健
全
化
、
透
明
化
、
民

主
化
、
冤
罪
事
件
の
根
絶
を
目
指
し
て

活
動
し
て
い
る
人
だ
。
組
織
を
守
る
、

と
言
え
ば
聞
こ
え
は
い
い
が
、
実
際
は

自
己
保
身
に
走
る
人
間
が
多
い
中
で
、

勇
気
を
も
っ
て
裏
金
問
題
を
告
白
し
た

姿
は
尊
い
と
思
う
。
多
分
、
警
察
の
世

界
で
は
「
裏
切
り
者
」
呼
ば
わ
り
さ
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
ひ
る
む
こ
と
な

く
声
を
上
げ
て
ほ
し
い
。 

  

◯
…
安
保
法
制
議
論
に
隠
れ
て
大
き

な
国
民
議
論
に
な
ら
な
か
っ
た
が
、
刑

事
訴
訟
法
の
大
改
正
も
問
題
が
多
い
。

取
り
調
べ
の
可
視
化
、
司
法
取
引(

合
意

制
度)

の
導
入
、
刑
事
免
責
制
度
の
導
入
、

通
信
傍
受
の
拡
大
、
等
々
、
本
書
で
は

そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
点
を
指
摘
し
、
そ
の

運
用
に
危
惧
の
念
を
表
し
て
い
る
。
そ

れ
は
、
テ
ロ
の
防
止
、
凶
悪
犯
人
逮
捕

と
い
う
大
義
名
分
の
も
と
、
警
察
が
何

で
も
出
来
る
時
代
に
な
り
、
「
警
察
国

家
」
へ
の
道
が
強
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ

と
に
対
す
る
危
惧
だ
。 

  

◯
…
日
本
は
世
界
で
も
安
全
な
国
だ
、

と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
犯
罪(

刑
法

犯)

の
認
知
件
数
は
平
成
十
六
年
に
戦

後
最
多
を
記
録
。
そ
の
後
、
毎
年
十
万

件
単
位
で
減
少
し
て
い
る
。
一
方
、
犯

罪(

刑
法
犯)

の
検
挙
率
は
、
一
九
八
五

年
に
は
６
４
・
２%

だ
っ
た
も
の
が
二

〇
一
四
年
は
３
０
・
６%

だ
と
い
う
。

勿
論
、
犯
罪
の
態
様
も
変
わ
っ
て
来
て

い
る
が
、
犯
罪
が
減
少
傾
向
に
あ
る
一

方
、
検
挙
率
も
落
ち
て
い
る
中
、
警
察

の
権
限
が
強
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
れ

も
通
信
の
傍
受
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
監
視
、

監
視
カ
メ
ラ
の
増
加
な
ど
個
人
情
報
に

踏
み
込
む
部
分
が
拡
大
す
る
中
で
、
裏

付
け
と
な
る
法
律
の
整
備
が
十
分
で
な

い
点
は
問
題
だ
。 

  

◯
…
犯
罪
か
ら
市
民
を
守
る
、
と
い

う
警
察
へ
の
期
待
は
大
き
い
。
し
か
し

階
級
制
度
の
ひ
ず
み
、
パ
ワ
ハ
ラ
不
祥

事
、
誤
認
逮
捕
、
冤
罪
事
件
な
ど
、
警

察
へ
の
不
信
の
声
も
少
な
く
は
な
い
。

ま
た
マ
ス
コ
ミ
と
警
察
と
の
関
係
も
、

依
然
と
し
て
記
者
ク
ラ
ブ
中
心
の
警
察

情
報
報
道
を
見
て
い
る
と
、
マ
ス
コ
ミ

が
権
力
監
視
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る

の
か
疑
問
だ
。
国
家
権
力
を
具
現
す
る

警
察
。
権
力
は
腐
敗
し
、
膨
張
し
、
暴

走
す
る
、
と
言
わ
れ
る
。
か
け
る
べ
き

歯
止
め
を
か
け
る
の
は
政
治
で
あ
り
国

民
だ
。 

  

◯
…
多
く
の
国
民
は
こ
の
よ
う
な
警

察
の
変
化
に
無
関
心
だ
。
自
分
が
捜
査

の
対
象
に
な
っ
て
初
め
て
警
察
の
犯
罪

捜
査
の
正
体
に
気
が
つ
く
。
自
分
が
警

察
に
同
行
を
求
め
ら
れ
た
り
取
り
調
べ

を
受
け
る
こ
と
は
無
い
と
は
思
う
が
、

巻
末
に
は
、
警
察
官
の
理
不
尽
な
取
り

扱
い
や
違
法
捜
査
か
ら
身
を
守
る
た
め

の
最
低
限
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
記
載
さ

れ
て
い
る
。
そ
ん
な
場
面
は
想
像
し
た

く
も
な
い
が
、
誤
認
逮
捕
の
事
例
が
現
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実
に
あ
る
以
上
、
自
ら
を
守
る
術
は
知

っ
て
お
い
た
ほ
う
が
良
い
。 

 
 


